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輪
住
制
度
と
は
、
短
期
間
に
交
替
し
て
住
持
を
務
め
る
制
度
で
す
。
一
般
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
が
終
身
制
で
す
が
、
總
持
寺
は
短
期
間

に
住
持
を
交
替
す
る
制
度
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
な
ど
を
こ
れ
か
ら
お
話
し
ま
す
。

『
住
山
記
』
は
お
手
元
の
資
料
の
写
真
に
あ
る
よ
う
な
本
で
、
一
四
〇
冊
前
後
あ
り
ま
す
。
一
覧
に
ま
と
め
た
住
職
の
名
簿
が
『
住

山
記
』
で
す
。
本
日
は
、
輪
住
制
度
の
成
立
要
因
や
背
景
、
さ
ら
に
は
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
中
国
の
住

持
制
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
中
国
に
お
け
る
禅
院
は
、
原
則
と
し
て
規
模
の
大
小
は
あ
っ
て
も
、
寺
格
や
従
属
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
規
模
の
大
小
に
よ
り
寺
格
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
そ
の
後
で
す
。
道
元
禅
師
か
ら
も
批
判
さ
れ
た
大
慧

宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
の
こ
ろ
、
杭
州
霊
隠
寺

り
ん
に
ん
じ

の
僧
た
ち
が
、
ど
こ
の
禅
院
が
一
番
大
き
い
か
と
規
模
の
大
小
を
話
し
合
っ

た
結
果
、
次
の
よ
う
に
五
つ
の
禅
院
が
順
位
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
�
径
山
き
ん
ざ
ん

興
聖
万
寿
寺
、
�
北
山
景
徳
霊
隠
り
ん
に
ん

寺
、
�
太
白
山
天
童
景
徳

寺
、
�
南
山
浄
慈
じ
ん
ず

報
恩
光
孝
寺
、
�
阿
育
王
山
広
利
寺
で
す
。（
傍
線
部
が
通
称
）
こ
れ
が
や
が
て
官
府
に
よ
り
五
山
に
位
置
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
後
に
は
官
寺
（
官
府
か
ら
経
営
費
を
給
付
さ
れ
る
代
わ
り
に
支
配
監
督
さ
れ
る
）
の
制
が
確
立
し
て
、
五
山
叢
林

（
五
山
・
十
刹
）
と
称
し
、
中
国
禅
林
の
中
心
的
存
在
に
な
り
ま
し
た
。
一
説
に
は
、
釈
尊
を
祀
る
鹿
苑
精
舎
な
ど
の
五
精
舎
と
、
牙

輪
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塔
な
ど
の
十
塔
所
に
な
ぞ
ら
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
五
山
叢
林
に
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
禅
院
を
私
寺
（
叢
林
下
・

林
下
）
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
五
山
叢
林
は
南
宋
に
な
っ
て
江
南
の
禅
院
の
な
か
か
ら
定
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
古
来
禅
宗
史
上

重
要
な
曹
渓
（
六
祖
慧
能
の
宝
林
寺
）
や
、
黄
梅
（
四
祖
道
信
の
双
峰
山
、
五
祖
弘
忍
の
憑
茂
山
）
な
ど
が
、
列
位
に
あ
ず
か
っ
て
い

な
い
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
五
山
制
度
は
、
や
が
て
日
本
に
も
導
入
さ
れ
、、
鎌
倉
幕
府
も
五
山
の
制
定
を
意
図
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

れ
は
、
当
初
、
五
つ
は
揃
わ
ず
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
寿
福
寺
の
諸
寺
を
五
山
に
列
す
る
と
あ
る
「
東
明
和
尚
塔
銘
」
な
ど
に
見
ら
れ

ま
す
。
東
明
恵
日
和
尚
は
道
元
一
派
と
流
れ
の
違
う
曹
洞
宗
で
す
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
五
山
を
成
立
さ
せ

た
の
は
後
醍
醐
天
皇
で
し
た
。
第
一
が
南
禅
寺
、
第
二
が
東
福
寺
、
第
三
が
建
仁
寺
、
第
四
が
建
長
寺
、
第
五
が
円
覚
寺
と
、
京
都
と

鎌
倉
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
が
、
京
都
が
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）、
五
山
が
最
終
決
定
す
る
ま
で
は
、
足
利
尊
氏
や
義
満
・
義
持
の
恣
意
に
よ
り
、
五
山
之
上
が
設
け
ら
れ

た
り
、
順
位
も
変
動
し
て
い
ま
す
。
京
都
で
は
五
山
之
上
、
こ
れ
が
瑞
竜
山
太
平
興
国
南
禅
寺
で
す
。
第
一
が
霊
亀
山
天
竜
資
聖
禅
寺
、

第
二
が
万
年
山
相
国
承
天
禅
寺
、
第
三
が
東
山
建
仁
禅
寺
、
第
四
が
慧
日
山
東
福
禅
寺
、
第
五
が
九
重
山
万
寿
禅
寺
で
す
。
九
重
山
万

寿
禅
寺
は
廃
寺
に
な
り
、
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鎌
倉
は
、
第
一
が
巨
福
山
建
長
興
国
禅
寺
、
第
二
が
瑞
鹿
山
円
覚
興
聖
禅
寺
、
第
三

が
亀
谷
山
金
剛
寿
福
禅
寺
、
第
四
が
金
宝
山
浄
智
禅
寺
、
第
五
が
稲
荷
山
浄
妙
禅
寺
で
す
。

こ
の
よ
う
に
五
山
が
成
立
し
ま
す
が
、
禅
院
で
の
住
持
制
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
前
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
禅
院

は
官
寺
と
私
寺
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
官
寺
は
五
山
叢
林
も
し
く
は
五
山
十
刹
と
呼
称
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
住
持
制
は
十
方

住
持
制
も
し
く
は
甲
乙
住
持
制
と
呼
び
ま
す
が
、
天
下
の
名
僧
を
四
方
八
方
十
方
か
ら
招
聘
す
る
制
度
で
す
。
し
か
し
東
福
寺
（
五
山

四
位
）
は
、
五
山
で
す
か
ら
本
来
十
方
住
持
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
一
（
円
爾
弁
円
）
派
の
一
流
相
承
で
住
持
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を
継
承
し
て
お
り
ま
す
。
公
家
（
九
条
道
家
）
が
、
開
基
の
た
め
許
容
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
東
福
寺
開
山
円
爾
が
規
定

し
た
「
東
福
寺
条
々
事
」
に
、「
住
持
は
円
爾
門
徒
の
中
、
器
量
人
を
は
か
り
、
代
々
譲
与
す
べ
き
也
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

円
爾
の
系
統
が
住
持
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
世
東
山
湛
照
か
ら
十
四
世
の
天
桂
宗
昊
ま
で
円
爾
の
弟
子
た
ち
が
代
々
住

持
を
務
め
て
い
ま
す
。
ま
た
十
五
世
の
虎
関
師
錬
（『
元
亨
釈
書
』
を
つ
く
っ
た
有
名
な
人
）
以
降
は
、
孫
弟
子
が
出
世
し
て
い
ま
す
。

い
ま
各
住
持
の
在
住
年
数
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
開
山
の
円
爾
弁
円
は
二
十
六
年
間
住
持
を
務
め
て
い
ま
す
。
次
は
東
山
湛
照
で
す
。

僅
か
九
十
日
で
、
三
世
に
譲
り
ま
し
た
。
三
世
は
無
関
普
門
で
す
が
、
十
一
年
と
長
く
、
次
の
白
雲
慧
暁
は
三
年
、
山
叟
慧
雲
は
五
年
、

蔵
山
順
空
は
五
年
、
無
為
昭
元
は
一
年
、
月
船

海
は
四
年
、
痴
兀
大
慧
は
一
年
で
す
。
こ
の
よ
う
に
一
門
で
短
期
間
に
住
持
を
交
替

し
て
い
ま
す
。
瑩
山
禅
師
は
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）、
遍
参
の
途
に
の
ぼ
り
、
宝
慶
寺
寂
円
を
は
じ
め
、
東
福
寺
の
東
山
湛
照
・
白

雲
慧
暁
（
入
宋
僧
）
の
膝
下
で
修
行
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
に
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
見
聞
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
強

く
感
じ
て
い
ま
す
。
一
流
で
相
承
し
、
な
お
か
つ
短
期
で
交
替
す
る
、
こ
の
二
つ
が
東
福
寺
に
見
本
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
大
徳
寺
（
十
刹
）
が
あ
り
ま
す
。
宗
峰
妙
超
が
開
山
で
す
が
、
幕
府
の
制
約
を
う
け
る
官
寺
＝
十
刹
の
栄

誉
を
辞
退
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
偏
狭
の
情
に
あ
ら
ず
、
宗
派
の

渭
を
別
か
た
ん
が
た
め
」
と
い
う
こ
と
で
、「
か
た

く
な
な
た
め
で
は
な
く
、
宗
派
の
純
粋
性
を
保
つ
た
め
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

渭
と
は

水
＝
濁
水
、
渭
水
＝
清
水
の
こ
と

で
、
清
濁
・
善
悪
な
ど
の
区
別
の
明
ら
か
な
こ
と
に
た
と
え
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
開
山
は
宗
峰
＝
し
ゅ
う
ほ
う
で
す
が
、
二
代
目
以
降
は
「
宗
」
を
「
そ
う
」
と
読
む
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。

お
茶
を
さ
れ
る
方
は
ご
存
じ
で
す
が
、
あ
る
進
境
ま
で
腕
が
上
が
る
と
、「
宗
」
の
字
を
も
ら
い
ま
す
。
大
徳
寺
と
茶
道
の
関
係
で
す

が
、
村
田
珠
光
が
茶
祖
と
さ
れ
、
珠
光
の
弟
子
の
武
野
紹
鴎
が
、「
中
興
の
名
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
千
利
休
、
千
宗

旦
と
茶
道
が
徐
々
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
は
す
べ
て
大
徳
寺
と
関
係
が
あ
り
、
珠
光
が
一
休
宗
純
に
修
業
し
て
お
り
、
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紹
鴎
は
大
休
宗
套
に
、
千
利
休
（
宗
易
）
は
古
渓
宗
陳
に
、
千
宗
旦
は
春
屋
宗
園
に
修
業
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
大
徳
寺
と
密
接

な
関
係
を
も
っ
て
、
日
本
の
茶
道
は
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
千
宗
旦
は
利
休
の
孫
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
三
千
家
が
出
来

上
が
っ
て
い
ま
す
。
宗
守
が
武
者
小
路
千
家
、
宗
左
が
表
千
家
、
宗
室
が
裏
千
家
の
三
千
家
で
す
。
ま
た
一
般
に
京
都
で
は
、
大
徳
寺

を
「
茶
人
づ
ら
」、
建
仁
寺
を
「
学
問
づ
ら
」、
東
福
寺
を
「
伽
藍
づ
ら
」、
相
国
寺
を
「
梵
唄
づ
ら
」
と
俗
称
し
て
い
ま
す
。「
算
盤
づ

ら
」
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
本
題
に
も
ど
り
官
寺
の
住
持
制
度
は
師
資
（
師
匠
と
弟
子
）
に
関
係
な
く
十
方
、
つ
ま
り
自
由
に
名
僧
高
徳
の
人
を
呼
ん
で
住

持
に
す
る
制
度
で
し
た
。
し
か
し
、
私
寺
（
叢
林
下
）
は
度
弟
院

つ
　
ち
い
ん

と
も
言
い
ま
す
が
、
そ
の
住
持
制
度
は
一
流
相
承
、
同
一
門
派
に
よ

っ
て
住
寺
職
を
独
占
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
一
流
相
承
制
に
も
、
終
身
制
＝
独
住
制
と
輪
番
制
が
あ
り
ま
す
。
永
平
寺
が
独
住
制
で
、

總
持
寺
は
輪
番
制
で
す
。
ま
た
同
じ
く
瑩
山
禅
師
が
總
持
寺
の
前
に
開
い
た
永
光
寺
も
輪
番
住
持
制
で
し
た
。
こ
の
輪
番
制
は
曹
洞
宗

だ
け
で
は
な
く
臨
済
宗
や
日
蓮
宗
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
滋
賀
県
神
崎
郡
永
源
寺
町
に
あ
る
臨
済
宗
永
源
寺
派
の
大
本
山
永
源

寺
は
輪
番
制
で
す
が
、
輪
番
守
塔
は
、
五
門
派
に
よ
っ
て
輪
番
し
て
い
ま
す
。
開
山
の
寂
室
元
光
は
、
一
衆
二
千
指
の
弟
子
が
い
ま
し

た
。
二
千
指
は
二
百
人
の
こ
と
で
す
。
足
利
義
政
か
ら
豊
後
万
寿
寺
や
天
竜
寺
な
ど
に
三
度
招
請
さ
れ
ま
す
が
、
固
辞
し
て
出
世
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
隠
逸
的
性
格
で
禅
浄
一
致
、
五
山
か
ら
離
れ
地
方
教
化
に
専
念
し
た
中
国
の
中
峰
明
本
に
よ
る
山
居
思
想
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。

つ
ま
り
、
教
団
を
否
定
し
て
い
た
人
で
し
た
。
そ
の
遺
誡
に
、「
諸
徒
は
門
派
を
離
れ
四
方
に
散
れ
、
寺
院
は
悉
く
村
民
に
与
え
よ
。

若
し
遠
慮
す
る
な
ら
有
徳
の
僧
を
拝
請
し
弁
道
せ
し
め
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
弟
子
た
ち
は
五
門
派
（
霊
仲
禅
英

の
曹
源
寺
門
派
、
松
霊
道
秀
の
興
源
寺
門
派
、
弥
天
永
釈
の
永
安
寺
門
派
、
越
渓
秀
格
の
退
蔵
寺
門
派
、
知
庵
元
周
の
永
聖
寺
門
派
）

に
よ
っ
て
輪
番
す
る
制
度
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
門
流
五
派
の
中
で
、
最
も
栄
え
た
の
が
弥
天
永
釈
の
永
安
寺
門
派
で
す
。
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こ
の
永
源
寺
に
は
、
時
代
は
下
り
ま
す
が
、
道
元
禅
師
と
同
じ
久
我
家
出
身
の
一
糸
文
守
が
出
て
い
ま
す
。「
仏
頂
面
」
と
い
う
言

葉
を
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
禅
で
は
時
々
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
一
糸
文
守
は
定
慧
明
光
仏
頂
国
師
の
号
を
賜
る
ほ
ど
優
れ

た
人
で
、
漬
物
の
タ
ク
ア
ン
と
関
係
が
あ
る
沢
庵
宗
彭
に
も
学
び
ま
し
た
。
永
源
寺
の
中
興
で
す
が
、
後
水
尾
天
皇
に
帰
依
さ
れ
度
々

宮
中
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
す
ご
く
ハ
ン
サ
ム
だ
っ
た
の
で
、
宮
中
の
女
官
た
ち
に
騒
が
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
故
意
に
仏
頂
面
を
し

た
ら
し
い
の
で
す
。
こ
れ
が
仏
頂
面
の
起
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
ご
た
ご
た
す
る
」
と
い
う
言
葉
も
同
じ
で
す
。
建
長
寺
の
開
山
蘭
溪
道
隆
は
、
伝
律
の
た
め
入
宋
し
て
い
た
泉
涌
寺
月
翁
智

鏡
の
勧
誘
に
よ
り
、
公
の
招
聘
で
な
く
私
的
に
来
朝
し
ま
し
た
の
で
、
あ
る
い
は
性
格
的
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
は

じ
め
か
ら
日
本
に
同
化
す
る
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
兀
菴
普
寧
は
蘭
渓
と
違
い
、
機
鋒
の
鋭
い
、
や
か
ま
し
屋
だ
っ
た
こ

と
か
ら
こ
の
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。
兀
庵
の
よ
き
理
解
者
時
頼
が
没
す
る
と
、
時
宗
は
ま
だ
小
さ
く
信
仰
心
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

電
光
石
火
帰
国
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
自
分
の
語
録
の
版
木
も
割
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
激
し
い
人
で
し
た
。
そ
こ
で
、
兀
菴
普
寧
が
近

づ
い
て
く
る
と
、
ご
っ
た
ん
ご
っ
た
ん
「
ご
た
ご
た
」
と
修
行
僧
が
居
住
ま
い
を
正
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
は
余

談
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
日
蓮
宗
に
お
け
る
輪
番
守
塔
で
す
が
、
本
弟
子
（
六
老
僧
）
日
昭
、
日
朗
、
日
興
、
日
向
に
こ
う

、
日
頂
、
日
持
を
中
心
に
十
八
人
に

よ
り
月
番
で
日
蓮
の
墓
を
守
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
輪
番
制
は
總
持
寺
や
永
光
寺
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

瑩
山
禅
師
は
若
く
し
て
一
寺
の
住
職
に
な
り
ま
す
。
最
初
は
徳
島
県
の
阿
波
の
城
満
寺
で
す
。
次
に
大
乗
寺
、
さ
ら
に
永
光
寺
の
住

職
に
な
り
ま
し
た
。
永
光
寺
の
場
合
、
現
在
の
羽
咋
市
に
あ
た
る
酒
井
の
地
頭
酒
匂
頼
親
の
娘
祖
忍
尼
と
、
そ
の
夫
で
あ
る
海
野
三
郎

滋
野
信
直
の
二
人
で
、
山
を
寄
進
し
ま
す
。
そ
の
山
を
中
心
に
で
き
た
の
が
永
光
寺
で
す
。
や
が
て
輪
住
制
が
成
立
す
る
の
で
す
が
、

東
福
寺
に
お
け
る
短
期
に
よ
る
一
流
相
承
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
、
重
ね
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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元
応
元
年
（
一
三
一
九
）、
瑩
山
禅
師
真
筆
の
「
洞
谷
山
尽
未
来
際
置
文
」（
重
要
文
化
財
）
は
、
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。「
当
山
の

住
持
は
五
老
の
塔
主
な
り
。
瑩
山
門
徒
中
嗣
法
の
次
第
を
守
り
住
持
興
行
す
べ
し
」
と
言
っ
て
お
り
、
永
光
寺
の
住
持
は
、
瑩
山
門
徒

の
中
か
ら
、
嗣
法
の
順
序
を
守
っ
て
住
持
興
行
す
る
よ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
山
僧
の
遺
跡
諸
山
の
内
崇
重
す
べ
き
遺
跡
な
り
」

と
も
言
っ
て
お
り
、
永
光
寺
が
最
も
大
事
な
寺
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
仏
言
く
篤
信
の
檀
越
、
こ
れ
を
得
る
時
は
仏
法

断
絶
せ
ず
云
々
。
又
云
う
檀
那
を
敬
う
こ
と
仏
の
如
く
す
べ
し
。
戒
定
慧
解
皆
檀
那
の
力
に
よ
っ
て
成
就
す
云
々
」
な
ど
、
檀
家
を
大

事
に
す
る
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
瑩
山
門
徒
の
嗣
法
順
に
よ
る
輪
番
住
持
と
、
檀
家
の
大
切
さ
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
檀
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
師
檀
和
合
し
て
、
親
し
く
水
魚
の
眤
な
じ
み

を
な
し
、
来
際
一
如

に
し
て
骨
肉
の
思
を
致
す
べ
し
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
山
僧
遺
跡
寺
々
置
文
」
に
寺
院
が
八
つ
出
て
き
ま
す
が
、
總
持
寺
に
つ
い
て
は
「
当
国
（
能
登
）
第
三
の
僧
所
な
り
。
門
徒

中
住
持
興
行
す
べ
き
所
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
總
持
寺
の
評
価
は
低
い
も
の
で
し
た
。
元
亨
三

年
（
一
三
二
三
）
で
は
、
寺
領
も
少
な
く
、
寺
勢
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
後
に
、
總
持
寺
は
本
山
に
な
る
の
で
、
永
光
寺

と
は
立
場
が
逆
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
資
料
で
は
「
永
光
寺
に
お
け
る
塔
頭
の
成
立
」
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
塔
頭
の
成
立
は
輪
住
制
度
に
は
直
接
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
「
両
寺
住
持
職
事
」
は
金
沢
の
大
乗
寺
と
永
光
寺
の
住
持
職
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
か
ら
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
瑩
山
禅
師
の
一
番
目
の
弟
子
明
峰
素
哲
の
置
文
で
す
。
こ
の
最
後
の
ほ
う
で
す
が
、「
嗣
法
の
小
師
の
中
、
其
機
用
の
仁
を
し

て
住
持
せ
し
む
る
べ
き
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
機
械
の
機
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
器
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

峨
山
の
「
惣
持
寺
未
来
住
持
職
事
」
に
あ
る
「
韶
碩
法
嗣
の
中
に
お
い
て
、
器
用
の
仁
を
選
び
住
持
職
に
補
す
べ
し
」
と
、
全
く
同
じ

で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
洞
谷
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
瑩
山
門
徒
中
嗣
法
の
次
第
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を
守
り
住
持
興
行
す
べ
し
」
と
言
っ
た
瑩
山
禅
師
の
置
文
が
影
響
し
、
明
峰
や
峨
山
の
置
文
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

永
光
寺
の
塔
頭
は
、
紹
灯
庵
、
新
豊
庵
、
大
雄
庵

だ
い
お
う
あ
ん

、
宝
鏡
庵
で
す
。
こ
の
四
つ
が
、
瑩
山
禅
師
の
弟
子
明
峰
素
哲
・
無
涯
智
洪
・
峨

山
韶
碩
・
壷
庵
至
簡
た
ち
に
よ
っ
て
、
永
光
寺
の
中
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
寺
領
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
塔
頭
は
塔
院
の
頭
か
し
ら

（
主
要
な
も
の
）
の
意
味
合
い
が
あ
り
、
傑
出
し
た
僧
、
高
僧
は
単
独
の
塔
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
一
般
の
僧
は
普
同
塔

（
海
会
塔
）、
い
わ
ゆ
る
共
同
の
墓
、
合
葬
で
し
た
。
ま
た
中
国
に
お
け
る
塔
頭
は
「
公
的
な
も
の
と
し
て
法
系
を
問
わ
ず
に
塔
主
（
墓

守
り
）
を
定
め
守
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
日
本
で
は
そ
う
で
な
く
な
り
、
そ
の
門
派
の
僧
が
塔
主
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
資
料
の
訂
正
が
あ
り
ま
す
。
永
光
寺
の
塔
頭
の
中
で
、
峨
山
韶
碩
の
と
こ
ろ
に
、「（
一
二
七
五
〜
一
三
六
五
）」
と
あ
り
ま

す
が
、「（
一
二
七
六
〜
一
三
六
六
）」
が
正
し
い
で
す
。
峨
山
の
生
没
に
は
諸
説
あ
り
、
こ
れ
が
正
し
い
と
結
論
付
け
し
ま
し
た
。

資
料
に
永
光
寺
の
主
な
輪
住
世
代
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
開
山
は
瑩
山
紹
瑾
、
二
代
目
が
明
峰
素
哲
、
三
代
目
が
無
涯
智
洪
、
四
代
目

が
峨
山
韶
碩
、
五
代
目
が
壷
庵
至
簡
で
す
。
こ
の
四
人
の
門
流
が
こ
の
順
で
反
復
し
ま
す
が
、
あ
る
時
か
ら
そ
れ
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
第
八
十
世
括
堂
に
は
「
一
回
住
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
一
年
間
住
持
し
た
と
い
う
意
味
で
す
。
第
八
十
三
世

岩
兼
尹
は

「
半
回
住
」
と
あ
り
、
半
年
住
持
し
た
と
い
う
意
味
で
す
。
第
八
十
五
世
蘭
翁
呈
芳
は
「
九
旬
住
」
と
あ
り
九
十
日
間
、
住
職
を
し
ま

し
た
。
第
百
六
十
世
養
室
永
徳
は
「
三
日
住
」
と
あ
り
三
日
間
、
第
百
六
十
八
世
青
林
宗
秀
は
「
一
日
住
」
と
あ
り
一
日
、
第
百
七
十

世
白
巖
宗
清
は
「
二
日
住
」
と
あ
り
二
日
間
、
第
百
八
十
四
世
友
堂
慶
諒
は
「
自
七
月
十
六
日
、
臘
八
迄
」
と
あ
り
、
七
月
十
六
日
か

ら
十
二
月
八
日
ま
で
と
多
少
長
い
で
す
。
百
五
十
九
世
桂
道
永
薫
に
あ
る
借
住
（
座
功
ざ

く

）
と
は
、
実
際
に
は
入
寺
し
な
い
で
、
恩
金
を

払
っ
て
住
職
に
な
っ
た
こ
と
に
し
て
、
前
永
光
寺
を
呼
称
す
る
権
利
を
得
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
座
功
と
臨
済
宗
で
は
よ
く
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
時
期
は
何
時
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。「
永
光
寺
住
山
記
」
の
初
期
に
は
入
寺
年
月
日
が
記
録
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
し
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か
し
百
七
十
二
世
竺
雲
恵
仙
に
入
寺
記
録
が
あ
り
、
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
二
月
二
十
二
日
、
三
日
住
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
百
七
十
九
世
南
秀
慶
能
の
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
は
、
開
山
の
百
五
十
回
忌
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
八
十
世
以
降
は
住
持
期
間
が
一
年
、
半
年
、
九
十
日
、
三
日
、
一
日
と
短
縮
さ
れ
、
ま
た
座
功
も
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
必
然
的
に
入
院
者
の
増
加
と
い
う
現
象
を
呈
す
る
と
と
も
に
、
借
住
＝
座
功
（
初
見
九
十
世
蔵
山
州
広
）
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、

「
永
光
寺
住
山
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
四
百
九
十
七
世
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
七
十
八
人
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
に
、
總
持
寺
の
住
持
制
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
ま
ず
總
持
寺
の
成
り
立
ち
で
す
が
、
瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
住
持
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
と
き
に
、
總
持
寺
の
前
身
、
諸
岡
寺
観
音
堂
の
堂
主
定
賢
が
、
そ
の
敷
地
と
寺
領
を
寄
進
し
た
の
が
は
じ
ま
り
で
す
。
場
所

は
現
在
の
輪
島
市
門
前
に
あ
り
ま
す
。
定
賢
は
「
三
密
勤
行
の
仁
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
密
教
的
な
人
で
し
た
。
天
台
密
教
も
真
言
密

教
も
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
白
山
天
台
の
流
れ
だ
と
か
、
律
師
と
あ
る
か
ら
律
宗
だ
と
か
も
言
わ
れ
て
お
り
、
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
總
持
寺
は
成
立
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
總
持
寺
の
住
持
制
で
す
が
永
光
寺
の
住
持
制
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
峨
山
禅
師
は
「
惣
持
寺
未
来
住
持
職
事
」（
康
安

二
年
、
一
三
六
二
）
に
次
の
よ
う
に
置
文
さ
れ
て
い
ま
す
。「
右
、
彼
の
寺
は
、
瑩
山
和
尚
、
韶
碩
に
譲
与
す
る
処
な
り
。
仍
て
後
代

の
住
持
職
に
お
い
て
は
、
韶
碩
法
嗣
の
中
に
お
い
て
、
器
用
の
仁
を
選
び
住
持
職
に
補
す
べ
し
。
末
代
に
お
い
て
此
の
旨
を
守
り
、
住

持
す
べ
き
の
状
件
の
如
し
」。
こ
の
よ
う
に
、
韶
碩
法
嗣
の
中
か
ら
「
器
用
の
仁
を
選
ん
で
住
持
職
に
補
す
べ
し
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

先
に
触
れ
た
明
峰
素
哲
の
大
乗
、
永
光
両
寺
の
置
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。

ま
た
「
惣
持
寺
未
来
住
持
職
事
」
を
定
め
た
二
年
後
の
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
に
、「
惣
持
寺
山
門
住
持
職
事
」
を
定
め
て
い
ま

す
。「
韶
碩
門
下
、
嗣
法
の
次
第
を
守
り
、
五
ヵ
年
住
持
す
べ
し
。
若
し
此
の
中
、
山
門
の
廃
あ
ら
ば
、
法
眷
等
相
寄
り
、
こ
れ
を
評
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定
す
べ
し
。
仍
て
後
証
の
た
め
垂
示
、
件
の
如
し
」
と
あ
り
ま
す
。「
五
ヵ
年
」
と
あ
り
ま
す
が
、『
總
持
寺
誌
』
な
ど
は
「
五
ヵ
寺
」

と
誤
読
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
五
ヵ
寺
」
即
「
五
院
」
と
見
な
し
、
後
に
總
持
寺
山
内
に
成
立
す
る
「
五
院
」
と
誤
解
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
峨
山
の
置
文
は
�
峨
山
門
下
で
あ
る
こ
と
、
�
嗣
法
の
順
序
を
守
る
こ
と
、
�
五
ヵ
年
住
持
す
る
こ
と
、

�
衰
退
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
法
眷
が
協
議
し
て
興
隆
す
る
こ
と
な
ど
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
峨
山
禅
師
が
、
總
持
寺
住
持
職
を

通
じ
、
い
か
に
總
持
寺
お
よ
び
門
流
の
発
展
を
案
じ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
そ
の
後
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に
「
実
峰
・
大
徹
・
通
幻
等
連
署
置
文
」
が
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
当
山
住
持
職
の

事
、
二
代
和
尚
（
峨
山
）
御
遺
記
の
如
く
、
今
に
及
び
、
末
代
の
孫
弟
中
に
於
い
て
然
る
な
り
。
但
し
然
り
と
雖
も
、
門
徒
の
出
仕
は
、

和
合
和
伏
の
儀
な
く
ば
、
住
持
に
請
す
べ
か
ら
ず
。
各
相
い
集
い
評
定
和
評
す
べ
し
。
仍
て
後
証
の
た
め
置
文
、
件
の
如
し
」
と
い
う

も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
置
文
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
住
持
選
任
を
め
ぐ
り
、
何
か
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
ま
た
、
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）、
住
持
職
に
つ
い
て
通
幻
寂
霊
等
が
置
文
を
し
て
い
ま
す
。「
通
幻
寂
霊
等
總
持
寺
置
文
写
」

の
、「
總
持
寺
尽
未
来
際
条
々
置
文
事
」
に
は
「
一
、
住
持
職
事
、
当
年
十
月
よ
り
三
十
七
個
月
に
至
り
、
告
退
あ
る
べ
し
。
但
し
退

院
は
十
月
二
十
八
日
、
入
寺
は
同
じ
く
廿
二
日
を
も
っ
て
吉
日
を
定
む
べ
き
な
り
」。
と
あ
り
、
住
持
期
間
は
三
十
七
個
月
と
あ
り
ま

す
。
三
十
七
個
月
は
三
年
余
で
す
が
、
余
っ
た
一
カ
月
は
引
継
ぎ
期
間
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
退
院
は
十
月
二
十
八
日
と
定

め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
峨
山
忌
が
十
月
二
十
日
で
す
か
ら
、
峨
山
忌
を
勤
修
し
て
か
ら
退
院
す
る
よ
う
に
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
一
、
住
院
の
次
第
は
師
々
の
住
院
次
第
を
追
っ
て
、
こ
れ
を
請
す
べ
し
。
然
り
と
雖
も
本
寺
不
官
の
輩
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
請
す
べ
か
ら
ず
。
未
住
の
子
孫
と
雖
も
、
若
し
器
用
の
仁
あ
ら
ば
、
門
徒
評
議
し
て
こ
れ
を
請
す
べ
し
」
と
あ
り
、
住
持
は
住

院
次
第
に
よ
っ
て
請
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
ま
た
本
寺
（
總
持
寺
）
不
官
の
輩
は
請
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
本



－12－

寺
不
官
の
輩
」
と
は
總
持
寺
に
務
め
な
か
っ
た
者
の
意
味
で
す
。

地
方
教
化
に
専
念
し
て
い
た
峨
山
韶
碩
の
弟
子
源
翁
心
昭
は
、
總
持
寺
の
住
持
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
岩
手
正
法
寺
の
無
底
良

韶
や
、
月
泉
良
印
（
い
ず
れ
も
峨
山
の
弟
子
）
の
門
派
は
、
元
々
、
正
法
寺
は
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
僧
録
で
あ
り
、
曹
洞
第
三
の
本

寺
・
諸
末
寺
出
世
の
道
場
で
し
た
か
ら
、
当
時
は
總
持
寺
と
同
等
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
總
持
寺
に
出
仕
＝
出
世
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
正
法
寺
の
系
統
と
源
翁
心
昭
の
門
派
は
、
不
官
の
輩
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
子
孫
で
も
、

若
し
器
用
の
仁
あ
ら
ば
、
門
徒
評
議
し
て
住
職
に
し
て
も
よ
い
、
と
決
議
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
分
踏
み
込
ん
だ
置
文
を
定

め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
の
『
總
持
寺
住
山
記
』
を
見
ま
す
と
、
置
文
を
定
め
て
か
ら
間
も
な
く
、
住
持
期
間
や
入
寺
年
月
日
な
ど
、

ま
っ
た
く
違
背
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
現
実
を
踏
ま
え
る
と
同
時
に
、
峨
山
禅
師
や
通
幻
な
ど
の
置
文
を
勘
案
し
、

あ
る
い
は
将
来
を
見
据
え
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）、
前
住
青
山
性
秀
・
如
仲
天

・
太
容
梵
清
、
現
住
惟
忠
守
勤
な
ど
が
改
め
て

「
諸
岳
山
惣
持
禅
寺
住
持
職
事
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
「
五
門
跡
（
五
院
）
輪
番
次
第
を
逐お

い
、
半
年
あ
て
勤
仕
す
べ
し
。

若
し
此
の
旨
に
背
き
告
退
の
儀
あ
り
と
雖
も
、
次
の
門
跡
こ
れ
を
請
取
る
べ
か
ら
ず
。
住
持
此
の
条
に
違
い
、
年
満
る
こ
と
な
か
ら
し

め
ば
、
其
の
門
中
よ
り
堅
く
寺
家
を
守
ら
る
べ
き
な
り
。
然
る
間
一
住
院
中
、
二
住
持
あ
る
べ
か
ら
ず
。
た
と
い
輪
番
に
相
当
す
る
と

雖
も
、
器
用
の
仁
な
け
れ
ば
、
倩
つ
ら
つ
ら

別
人
に
こ
れ
を
補
さ
し
む
べ
し
。
ゆ
め
ゆ
め
輪
番
を
缺
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
仍
て
評
議
件

の
如
し
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
五
院
の
輪
番
次
第
に
し
た
が
っ
て
、
住
持
職
は
半
年
宛
勤
仕
す
る
こ
と
、
そ
の
期
間
は
当
該
院
が

責
任
を
も
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
、
器
用
の
人
物
が
な
か
っ
た
ら
、
別
人
を
も
っ
て
補
い
、
決
し
て
輪
番
を
欠
如
し
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
惟
忠
守
勤
自
体
か
ら
違
背
し
て
い
き
ま
す
。

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
峨
山
禅
師
の
置
文
は
五
ヵ
年
間
住
持
を
す
る
よ
う
定
め
ま
し
た
が
、
通
幻
寂
霊
等
は
住
持
期
間
は
三
十
七

ヵ
月
、
つ
ま
り
三
年
に
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
守
勤
等
の
置
文
は
六
ヵ
月
と
さ
ら
に
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
置
文
は
あ
り
ま
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せ
ん
が
、『
總
持
寺
住
山
記
』
の
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
か
ら
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
ま
で
を
見
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
が
三
ヵ
月

あ
る
い
は
三
ヵ
月
以
下
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
住
持
期
間
は
五
年
か
ら
三
年
そ
れ
か
ら
半
年
、
さ
ら
に
三
ヵ
月
と
短
期
間
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
は
五
院
で
七
十
五
日
ず
つ
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
残
存
し
て
い
る
五
院
住
山
帳
が
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八

七
）
以
降
の
記
録
で
す
か
ら
、
そ
れ
以
前
ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
挙
げ
ま
せ
ん
。

資
料
に
は
『
總
持
寺
住
山
記
』
の
、
開
山
か
ら
五
十
世
ま
で
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
当
初
は
や
は
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
五
門
跡
、
峨
山
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
太
源
宗
真
、
通
幻
寂
霊
、
無
端
祖
環
、
大
徹
宗
令
、
実
峰
良
秀
、
さ
ら
に
は
そ
の
門
流
に

よ
っ
て
、
住
持
職
を
交
替
で
務
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ
弟
子
で
も
栄
え
る
門
流
と
、
衰
退
す
る
門
流
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
が

て
そ
の
通
り
に
行
か
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
ち
な
み
に
年
間
の
總
持
寺
入
院
状
況
を
み
ま
す
と
応
永
頃
（
一
四
二
〇
前
後
）
は
、
一
〜

二
人
で
す
。
寛
政
頃
（
一
四
六
〇
前
後
）
は
四
人
、
永
正
・
大
永
頃
（
一
五
二
〇
前
後
）
は
二
十
〜
三
十
人
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）

は
百
二
十
二
人
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
は
二
百
十
九
人
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
は
三
百
二
十
九
人
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

は
四
百
六
十
七
人
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
は
四
百
六
十
八
人
で
す
。
こ
の
よ
う
に
時
代
が
下
り
ま
す
と
、
輪
住
者
が
増
加
し
ま
す

が
、
さ
ら
に
同
じ
日
に
複
数
輪
住
す
る
と
い
う
現
象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
主
な
も
の
を
示
し
ま
す
と
、
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）

閏
八
月
二
十
八
日
は
二
人
（
初
見
）、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
七
月
二
十
八
日
は
八
人
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
六
月
二
十
六
日

は
十
八
人
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
八
月
十
四
日
は
三
十
九
人
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
八
月
十
五
日
は
四
十
七
人
、
こ
れ
が
一

番
多
い
で
す
。
同
じ
く
十
八
日
は
三
十
三
人
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
同
日
輪
住
者
も
時
代
が
下
が
る
と
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。


